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特定都市河川浸水被害対策法改正の概要

特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において浸水被害が頻発していたことから、都市部の河川

流域における浸水被害対策の新たなスキームとして平成15年に制定。

近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることを受けて、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の

実効性を高める法的枠組みとして、令和3年に改正された。

対象：市街化率が約５割以上の都市部を流れる河川等。
・流域水害対策計画の策定 ・河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備
・保全調整池の指定 ・雨水浸透阻害行為の許可等

■ 特定都市河川浸水被害対策法の全体像

平成15年制定時の主な制度

対象：「市街化の進展」に加え、「接続する河川
の状況」「自然的条件の特性」の要件を追加
し全国に拡大。

・民間等による雨水貯留浸透施設の整備
・貯留機能保全区域の指定
・浸水被害防止区域の指定

改正で追加された主な制度

■ 特定都市河川指定から
 対策実施までの流れ
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※指定に伴い必要となる事務
・雨水浸透阻害行為の許可
（審査事務:県･福井市、受付事務:各市町）
・基準降雨の公示（県・福井市）
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○令和８年度中の特定都市河川指定に向けて、検討・調整を行う。
○指定後は、流域水害対策協議会を設置し、流域水害対策計画の策定に向けた検討を行う。
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【目標】R９年度

日野川特定都市河川の指定に向けたスケジュール（案）

※１

※１ 流域内住民等に対し、法的枠組みの趣旨について十分な周知期間を
 設けるうえで、指定から一定期間を空けて施行する場合がある。

特定都市河川指定に向けた
検討・調整
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令和７年度の進捗状況

［関係８市町］

福井市、大野市、鯖江市、越前市、永平寺町
池田町、南越前町、越前町

４月 関係者協議（第１回）
【共有】 今後のスケジュール
【依頼】 解析モデルの構築に必要となる関係資料収集

７月 関係者協議（第２回）
【共有】 国県市町の役割分担
【協議】 特定都市河川流域(案)の確認
【協議】 解析モデルの構築対象範囲（河川・水路・下水道）の確認

９月 関係者協議（第３回）
【共有】 目標とする降雨の検討状況
【共有】 解析モデルの構築状況
【協議】 雨水浸水阻害行為許可の概要、技術指針(案)

１２月 関係者協議（第４回）
【共有】 流域水害対策計画の基本的な考え方
【協議】 雨水浸透阻害行為許可の技術指針(案)の修正、マニュアル(案)
【協議】 指定に関する住民等への周知方法

※特定都市河川流域については、現在精査中であり、
 ２月以降に一部現地調査を予定しています。



氾濫を防ぐ・減らす 被害対象を減らす 被害の軽減・早期復旧・復興

【国県】
 河道掘削、河道内樹木伐採 等

【市町】
 河道内樹木伐採 等

 排水施設、公共下水道施設等の
機能向上

 雨水貯留浸透施設の整備
（ため池、調整池、校庭・公園貯留
  公共施設、下水道など）

 森林整備、治山対策、農地・緑地
等の保全

 公共施設での雨水流出抑制施設
の整備

 大規模施設における雨水利用施
設の設置

 特定都市河川浸水被害対策法に
基づく雨水浸透阻害行為の対策
義務化

 雨水タンクの設置

【福井県（福井市）】

 特定都市河川浸水被害対策
法に基づく区域指定等

  〇保全調整池
  〇貯留機能保全区域
  〇浸水被害防止区域

【市町】

 建築基準法に基づく災害危険
区域の指定

 住宅などの防災改修（嵩上
げ・ピロティ化等）

 水害リスクをふまえた居住誘
導区域の見直しや防災指針
の策定及び立地誘導

 避難路・避難施設等の確保
 家屋の耐水化の推進

 地下・半地下建物における対
策の周知・啓発

【国県市町】

 リスク空白域の解消（リスクマップ
等を活用した講習会等の実施）

 迅速・円滑な避難のための情報
発信

 防災訓練など地域の防災体制づ
くりへの支援

【市町】

 要配慮者利用施設の避難確保計
画、訓練・支援、啓発

 浸水対策（耐水化・止水壁等）
 水防拠点の活用促進

 自主防災組織等の防災資機材の
拡充支援

九頭竜川水系日野川等流域水害対策計画骨子（素案）

4
※現段階の素案であり、各々のメニューの追加及び具体化は、今後設立予定の流域水害対策協議会等で議論予定。
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